
特定小型原動機付自転車運転者講習について
○ 特定小型原動機付自転車

原動機付自転車のうち、内閣府令で定める基準に該当するもの

※ 運転者の年齢制限
・ 16歳未満の者の運転禁止

※ 交通ルール
・ 運転免許不要
・ ヘルメット着用の法的義務
なし～着用の促進
・ ナンバープレートの取付
け、自賠責保険加入の義務
・ 車道通行の原則（自転車道
も通行可）

※ ６キロメートル以下で走行する場合には、自転車歩道通行可規制がなさ
→特例特定小型原動機付自転車れた歩道を通行可

○ 特例特定小型原動機付自転車

特定小型原動機付自転車のうち
・ 最高速度表示灯（緑色の灯
火）を点滅させている
・ 時速６キロメートルを超え
て加速することができない構
造である

等の歩道通行に関する基準に該当す
るもの

○ 講習
特定小型原動機付自転車の運転者のうち、危険な交通違反行為（信号無

視などの17類型の違反）を繰り返す者（３年以内）には、都道府県公安委
員会は講習の受講を命ずることとされたもの


